
フ
ナ
ド
ウ
カ
イ
姑
遺
曾
大
型
寺
務
の
時
江
沼

キ

'Tへ

部
橋
立
に
於
け
る
北
前
般
の
紡
主
の
組
合
で
、
寛
政

八
年
に
起
。
、
結
道
定
法
を
申
合
は
せ
た
。
般
道
曾

の
名
は
、
小
松
の
絹
道
曾
と
同
じ
種
類
で
あ
ら
う
。

フ
ナ
バ
カ
ウ
ド
締
場
河
戸
金
棒
千
日
町
入
口

町
家
の
裏
な
る
陣
川
の
河
戸
を
世
人
飴
揚
洞
戸
と
呼

ん
だ
。
務
政
中
は
照
川
橋
架
替
の
時
、
綴
に
往
来
を

遜
ず
る
質
、
此
の
節
に
館
橋
を
懸
け
る
例
・
で
あ
っ

た
。
洞
戸
と
は
河
岸
か
ら
河
床
に
下
る
震
に
附
け
た

階
段
で
あ
る
。

フ
ナ
バ
シ

稿
。

舟
宿

河
北
郡
英
国
郷
に
鴎
す
る
部

フ
ナ
バ
シ
ガ
ハ
舟
橋
川
源
を
臨
京
都
合
鹿
か

ら
渡
し
、
・
珠
洲
郡
馬
渡
・
商
黒
丸
を
経
て
、
鵜
島
・
南

黒
丸
の
中
間
で
海
に
入
る
。
琉
程
十
粁
許
。

フ
ナ
バ
タ
マ
舟
場
島
能
奨
郡
山
上
郷
に
臆
す

る
部
落
。
一
に
灯
緩
慢
明
島
と
も
い
う
た
。
上
清
水
・

下
清
水
・
田
子
島
等
の
邑
民
が
寄
合
う
て
、
天
保
十

年
一
部
務
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ナ

εガ
ダ
ケ
舟
見
ヶ
識

J
グ
-
フ
カ
ケ
ヤ
マ

鞍
掛
山
。

フ
ナ
£
シ
ヤ
府
南
枇
隠
永
サ
八
年
五
周
サ
六

日
附
足
利
義
持
の
利
害
に
、
『
南
鵡
寺
領
加
賀
闘
府
南

祉
御
供
町
一
宮
々
』
と
見
え
る
府
南
駐
は
、
・
能
美
郡
凶

府
村
舟
見
山
の
紳
祉
で
、
紳
名
帳
に
載
せ
.
ら
れ
る
石

部
跡
祉
で
あ
り
、
白
山
記
に
は
府
南
を
加
賀
闘
の
惣

匙
で
あ
る
と
す
る
。
同
府
の
南
で
あ
る
か
ら
府
南
と

い
う
た
の
を
、
後
世
競
っ
て
舟
見
に
作
り
、
そ
の
赴

地
を
舟
見
山
と
言
う
て
居
る
。

フ
ナ
ミ
ダ
ケ
舟
見
岳

4
グ
-
フ
カ
ケ
ヤ
マ
鞍

掛
山
。フ

ナ
ヤ
マ
舟
山
鹿
島
郡
井
田
に
在
る
。
能
登

誌
に
、
『
井
田
村
の
新
四
郎
と
い
ふ
百
姓
の
境
内
に
舟

フ
ナ
1

・フヨ

山
と
い
ふ
あ
り
。
此
山
の
棋
に
石
の
底
栂
あ
り
。
剥

穿
な
ど
す
れ
ば
必
凶
事
有
故
に
、
深
〈
隠
し
あ
り
。
』

と
あ
る
。

フ
ナ
ヤ
マ
焼
山
脇
荒
部
本
木
の
内
の
小
手
。

プ
ナ
ラ
シ
参
卒
均
↓
ツ
ポ
モ
チ
坪
持
。

フ

ナ

ヲ

舟

尾

わ
J

鹿
島
郡
奥
原
保
に
留
す

る
部
務
。

フ
ナ
ヲ
オ
タ
ハ
ラ
イ
リ
ア
イ
舟
尾
奥
原
入
曾

鹿
島
郡
奥
原
保
に
屈
し
、
舟
属
及
び
奥
原
繭
部
務
の

出
頭
内
で
あ
ろ
。

フ
ナ
ヲ
カ
ジ
ョ
ウ
舟
岡
裁

J
ツ
ル
ギ
ジ
ヨ
ウ

創
域
。フ

ナ
ヲ
ガ
タ
舟
尾
潟
げ
才
鹿
島
郡
舟
賂
に

在
る
。
淡
水
蛾
水
爾
積
額
の
魚
が
腐
の
、
抹
に
鱒
を

多
く
産
す
る
。

フ
ナ
ヲ
ガ
ハ
舟
尾
川
け
ォ
路
島
榔
ご
宮
川

の
下
流
は
新
患
の
附
廷
で
ご
援
と
な
ろ
。
そ
の
東
し

て
舟
尾
を
経
る
も
の
を
舟
尾
川
と
い
ひ
、
麗
し
て
川

尻
を
経
る
も
の
を
川
尻
川
と
い
ふ
。

フ
ナ
ヲ
カ
ヤ
マ
舟
岡
山
石
川
榔
八
脇
領
に
在

る
。
永
E
五
年
の
白
山
蹄
定
私
記
に
泰
澄
の
事
宇
一
番

い
て
、
『
舟
附
山
・
安
久
瀞
の
淵
に
て
は
喰
跡
貴
女
の

簸
拡
を
奔
見
し
云
々
、
共
後
番
蜘
舶
の
人
は
先
舟
聞
の

流
に
身
を
洗
ひ
、
罪
防
の
堕
磁
を
零
め
つ
弘
、
下
白

山
の
癒
魁
に
詣
云
々
。
』
と
あ
る
。
か
号
し
た
記
事
か

ら
白
山
路
略
称
祉
が
、
初
め
舟
閲
山
に
あ
り
、
次
に

安
久
諒
の
祉
に
移
っ
て
、
最
後
に
今
の
三
，
宮
に
斡

じ
た
と
の
読
が
起
。
、
萄
跡
取
古
停
に
も
記
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
舟
岡
山
に
あ
っ
た
こ
と
は
全
〈

無
稽
で
あ
る
。
叉
舟
閲
山
の
箆
の
新
絡
に
就
い
て
は
、

白
山
富
控
鍛
欝
中
記
録
延
文
元
年
三
日
付
十
九
日
の
僚

に
、
大
洪
水
に
よ
っ
て
宮
尻
の
絡
が
尚
刷
れ
た
鑓
に
こ

の
路
を
つ
け
た
と
あ
る
。

プ
ナ
ヲ
ヤ
マ
山
毛
様
尾
山
石
川
郡
尾
添
の
邸

訴
か
ら
東
方
に
笛
る
山
。
高
さ
一
三
六
五
米
。
地
質

片
臨
岩
。

プ
-
-
ヰ
ウ
ド
ウ
部
入
建
石
川
郡
林
郷
に
あ
る

部
務
。
覚
文
十
年
の
村
御
印
に
は
盟
入
道
村
と
す
る
。

石
川
訪
古
盤
記
に
、
部
入
選
の
館
と
い
ふ
も
の
が
村

の
甫
に
あ
る
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。

フ
ネ
ノ
ヲ
舟
尾
河
北
郡
常
徳
の
内
の
小
手
。

フ
ネ
ン
ジ
普
念
寺
河
北
郡
横
笛
に
在
っ
て
、

興
宗
東
涯
に
鴎
す
る
。
初
め
中
須
加
に
跨
た
が
、
延

賀
中
今
の
地
に
溜
っ
た
。

フ
ポ
タ
諜
且
F

4
モ
リ
ヲ
カ
フ
ポ
タ

E
P

。

森
閲
挟

プ
マ
ル
失
丸

J
プ
ギ
シ
夫
銀
。

フ
句
、
、
ヨ
ウ
イ
ン
普
明
院
金
様
下
小
川
町
に
在

っ
て
、
徳
卸
山
と
蹴
し
、
臨
梼
宗
に
屈
す
る
。
も
と

河
北
部
停
俄
寺
の
境
内
に
在
っ
た
が
、
寛
永
十
年
北

援
の
時
、
横
山
長
知
の
取
次
に
よ
り
今
の
寺
地
を
得

て
之
に
移
。
、
承
際
申
京
都
妙
心
寺
宋
に
鱒
じ
た
。

フ
ミ
ワ
ケ
ノ
シ
バ
踏
分
の
芝
金
部
伸
容
林
坊
橋

の
下
、
長
町
入
口
の
鹿
地
を
蹄
分
の
芝
と
い
う
た
。

往
昔
陣
川
が
ご
瀬
に
流
れ
、
そ
の
一
が
香
林
妨
小
掃

の
下
を
逝
っ
た
時
の
河
原
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。

フ
ム
ロ
不
室
河
北
部
井
上
庄
に
鹿
す
る
部
務
。

フ
モ
ン
ゲ
ン
シ
ョ
ウ
普
門
元
照
金
制
仲
=
一
誠
…
高

鰻
寺
四
代
の
住
信
で
、
寛
文
・
延
飽
の
交
明
倫
高
泉

の
献
珠
寺
に
爵
た
時
之
と
替
〈
、
叉
江
戸
に
遊
ん
で

物
担
保
と
交
っ
た
。
そ
の
跨
は
飛
動
奇
泡
、
来
る
べ

き
者
が
多
い
。
賀
永
ご
年
ご
周
十
二
日
六
十
ご
畿
で

寂
。
箸
醤
に
地
務
斉
藤
勝
験
新
記
六
巻
が
あ
る
。

プ
ヤ
タ
夫
役
夫
役
は
、
元
来
道
路
橋
梁
等
を

密
鱒
す
る
に
必
要
な
る
役
夫
を
提
供
せ
し
め
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
金
棒
で
は
、
元
機
=
一
年
町
奉
行
の
上
申

圃圃

醤
に
よ
る
と
、
本
町
の
提
供
す
べ
き
町
夫
の
延
人
員

一
高
人
で
、
そ
れ
を
家
屋
の
前
口
五
千
百
七
十
九
間

一
尺
ご
寸
に
路
例
し
て
制
官
し
先
が
、
一
間
笛
り
の

貞
鎚
額
は
町
と
年
と
に
よ
っ
て
相
越
が
あ
っ
た
。
こ

れ
商
業
の
殿
蛾
な
る
町
は
高
兎
と
し
、
否
ら
ざ
る
町

は
下
発
と
し
た
か
ら
と
、
年
々
町
役
を
発
除
せ
ら
れ

る
も
の
に
異
動
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
七
ヶ
腕
と

講
ず
る
地
子
町
の
夫
役
は
総
敏
二
千
人
で
あ
っ
た

が
、
頭
指
の
方
法
は
本
町
と
同
じ
く
な
か
っ
た
。
即

ち
毎
戸
一
人
と
し
、
そ
の
不
足
は
宅
地
の
坪
数
コ
一
質
問

三
千
百
三
十
六
歩
六
句
に
湖
笛
す
る
慣
例
で
、
百
歩

に
町
夫
三
人
像
を
質
勉
す
ぺ
き
割
合
に
な
っ
た
。
夫

役
は
、
初
め
務
の
既
製
敏
を
貸
人
民
で
提
供
し
た
外
、

簡
除
剰
が
あ
れ
ば
一
入
銀
五
分
の
積
り
で
上
納
し
、

定
員
を
超
過
し
て
徴
渡
せ
ら
れ
た
時
は
、
同
一
の
潮

合
で
銀
子
を
下
附
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
賢
人
員
を

以
て
し
て
は
、
・
本
人
叉
は
代
人
が
出
て
カ
役
に
服
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
鑓
不
便
で
あ
る
か
ら
、
後
に
は
凡
ぺ
て

銀
納
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
叉
御
郡
方
に
於
い
て

は
早
く
か
ら
夫
銀
を
以
て
夫
役
に
代
へ
る
こ
と
に
な

っ
て
ゐ
た

0
4プ
ギ
Y

夫
銀
。

フ
ユ
ノ
冬
野
羽
咋
郡
抑
水
中
庄
に
あ
る
部
務
。

フ
ユ
ベ
各
部
務
政
の
時
冬
季
に
入
り
、
農
家
・

漁
家
の
閑
般
を
得
た
る
時
、
街
遺
家
に
仕
へ
、
積
の

原
料
と
し
て
川
水
を
運
び
入
れ
る
も
の
を
各
部
と
い

う
た
。
ぺ
は
下
部
の
意
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
は
多
く

能
登
か
ら
出
た
が
、
白
山
々
盤
の
枇
丁
も
あ
っ
た
。

フ
ヨ
ウ
ノ
マ
ダ
マ
切
実
蓉
間
沼
明
治
元
年
十

-
一
周
十
五
日
加
賀
滞
は
年
務
・
家
老
を
厳
し
て
.
一
般

士
人
中
の
材
幹
あ
る
も
の
を
撮
ん
で
執
政
・
安
政
を

笹
〈
こ
と
に
し
た
。
之
を
以
て
従
来
年
寄
に
任
ぜ
ら

れ
た
門
閥
入
家
の
も
の
を
磁
・
越
し
て
、
笑
蓉
閥
砲
と

榔
併
せ
し
め
た
。

七
三
一


